
 

 

入 札 公 告 

 

   次のとおり一般競争入札に付します。 

   令和８年１月２３日 

                   独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構 

                   山口労災病院契約担当役院長 加 藤 智 栄 

                         

１ 競争入札に付する事項 

（１）件 名  夜間看護補助業務 

（２）業 務 内 容  別添仕様書のとおり 

（３）履 行 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日 

（４）履 行 場 所  山口労災病院  

（５）入 札 方 法 

入札金額は、上記（１）の当該業務を履行するために要する一切の諸経費を含めた

総額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パー

セントに相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者について

は、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、

資格の種類「役務の提供」、営業品目「その他」において、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの

等級に格付けされ、中国地域又は九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者で

あること。又は当該参加資格を有しない者で、入札書の開札日時までに競争参

加資格審査申請書を提出し資格の認定を受けた者であること。 

（４）当機構から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）病床数３００床以上の急性期病院で、過去３年以内に夜間看護補助業務の契約期間

１年以上の契約実績を３件以上有する者で、甲の診療内容を十分理解できることと甲

が認めた者であること。 

（６）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の就業条件の整備等に関する法

律」に基づく一般労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 

（７）山口県内の事業所において、労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 

（８）一般社団法人医療関連サービス振興会の医療サービスマーク制度の認定を受けて

いること。また、ＩＳＯ２７００１／ＩＳＭＳを取得若しくはプライバシーマーク

を保有していること。 



 

 

（９）施設基準に精通し、夜間１００対１急性期看護補助加算に必要な派遣人員数を算

出できるものであること。 

（10）過去３年以内に、急性期看護補助体制加算の施設基準を満たすことができない、

人員が確保できない等の理由により、同様の業務の契約を派遣先から解約された、

派遣元から辞退・解約した実績が無いこと。 

（11）円滑な業務運用の為、必要人員の半数以上を看護補助業務経験、または介護業務

経験を１年以上有する者を配置すること。 

（12）配置する派遣労働者に関して、無期雇用派遣労働者を派遣労働者の１名以上派遣

できること。 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書等の提出場所、契約事項を示す場所、入札心得書等の交付場所及び本件に 

関する問い合わせ先 

〒７５６－００９５  

山口県山陽小野田市大字小野田１３１５番地の４ 

山口労災病院 会計課 橋本  ＴＥＬ（０８３６－８３－２８８１） 

（２）入札書の受領期限  令和８年２月２６日 １７時００分 

（３）開札の日時及び場所 令和８年２月２７日 １４時２０分（山口労災病院２階会議室） 

 

４ その他 

（１）契約手続きで使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除。 

（３）入札の無効 本公告及び入札心得書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出

した入札及び入札の条件に違反した入札。 

（４）契約書作成の要否 要。 

（５）落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判断した入札

者であって、独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第４２条の規定に基づき作成

された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を

落札者とする。 

（６）詳細は入札心得書による。 


